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産業廃棄物移動式中間処理施設取扱方針（改正案）（新旧対照表） 

新 旧 

１（略） 

 

２ 基本方針 

  移動式中間処理施設については、廃棄物の処理を移動式中間

処理施設で行うことが通常の中間処理施設で行う場合より環境

保全上合理的であり、排出事業所で処理することが安全である

場合に限り、認めるものとする。 

 

３及び４（略） 

 

＜産業廃棄物処理施設設置許可の申請者に事前指導する内容＞ 

 

(1)～(5)（略） 

 

(6) 原則として、処理の委託を受けたすべての排出事業所からの

承諾書（別紙１）を産業廃棄物主管課長へ提出すること（ただ

し、当該移動式施設が、工事現場に設置するものである場合にあ

っては、この限りでない。）。また、必要に応じて、作業場所等

の図面を添付すること。 

(7) 移動式中間処理施設の保管場所が確保されていること。 

 

(8)～(11)（略） 

 

５～７（略） 

１（略） 

 

２ 基本方針 

  移動式処理施設については、廃棄物の処理を移動式処理施設

で行うことが通常の中間処理施設で行う場合より環境保全上合

理的であり、排出事業所で処理することが安全である場合に限

り、認めるものとする。 

 

３及び４（略） 

 

＜産業廃棄物処理施設設置許可申請書等を受理するについて必要

な条件＞ 

(1)～(5)（略） 

 

(6) 原則として、処理の委託を受けたすべての排出事業所からの

承諾書（別紙１）を産業廃棄物主管課長へ提出すること。また、

必要に応じて、作業場所等の図面を添付すること。 

 

 

(7) 移動式処理施設の保管場所が確保されていること。 

 

(8)～(11)（略） 

 

５～７（略） 
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附則 

＜施行期日＞ 

（略） 

この取扱方針は、令和６年３月12日より施行する。 

この取扱方針は、令和 年 月 日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 

＜施行期日＞ 

（略） 

この取扱方針は、平成６年３月12日より施行する。 

 （新規） 
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新 旧 

別紙１ 

 
産業廃棄物の処理に関する承諾書 

 
 
（産業廃棄物処理業者） 

 
 住所 
 氏名（会社名） 

 
 
 上記の者が、当施設より排出される産業廃棄物を中間処理するのに必要な産業廃棄物処理業の

許可を取得後、当該廃棄物を中間処理する業務を委託する予定です。 
 
 

     年  月  日 
 
  住所 

  氏名（会社名） 
                                      
 

  委託する産業廃棄物 

産業廃棄物の種類 有害物質の種類 取扱予定量 

   

   

   

   

   

   

   ＊添付書類  ・中間処理する場所の平面図 
          ・その他必要と認める書類 

別紙１ 

 
産業廃棄物の処理に関する承諾書 

 
 
（産業廃棄物処理業者） 

 
 住所 
 氏名（会社名） 

 
 
 上記の者が、当施設より排出される産業廃棄物を中間処理するのに必要な産業廃棄物処理業の

許可を取得後、当該廃棄物を中間処理する業務を委託する予定です。 
 
 

 平成  年  月  日 
 
  住所 

  氏名（会社名） 
                                     
 

  委託する産業廃棄物 

産業廃棄物の種類 有害物質の種類 取扱予定量 

   

   

   

   

   

   

   ＊添付書類  ・中間処理する場所の平面図 

          ・その他必要と認める書類 

 


